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○
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
五
十
六
号

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第
百
五
十
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
百
六
十
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
百
五
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
金
額
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

１

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
金
額

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
園
芸
施
設
（
農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十

五
号
）
第
九
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
特
定
園
芸
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
撤
去
す
る
の
に
要
す
る
費
用

の
単
位
面
積
当
た
り
の
標
準
的
な
額
と
し
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
費
用
に
特
定
園
芸
施
設
の
設
置
面
積
を
乗
じ
て
得
た
金

額
と
す
る
。

特
定
園
芸
施
設
の
区
分

特
定
園
芸
施
設
撤
去
費
用
の
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
費
用

ガ
ラ
ス
室
Ⅰ
類

一
、
二
〇
〇
円

ガ
ラ
ス
室
Ⅱ
類
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プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅰ
類

二
九
○
円

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅱ
類

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅵ
類
の
う
ち
、
骨
格
の
主

要
部
分
が
右
に
掲
げ
る
区
分
に
類
す
る
も
の

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅶ
類

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅲ
類

八
八
○
円

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅳ
類
甲

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅳ
類
乙

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅴ
類

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅵ
類
の
う
ち
、
骨
格
の
主

要
部
分
が
右
に
掲
げ
る
区
分
に
類
す
る
も
の

２

規
則
第
百
六
十
条
第
二
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
費
用
は
、
特
定
園
芸
施
設
（
被
覆
材
を
除
く
。
）
の
解
体
並
び
に

当
該
特
定
園
芸
施
設
に
係
る
廃
材
（
被
覆
材
を
除
き
、
破
損
し
た
ガ
ラ
ス
が
混
入
し
た
当
該
特
定
園
芸
施
設
内
の
土
を
含
む
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。
）
の
搬
出
及
び
処
分
に
要
す
る
費
用
と
す
る
。

３

規
則
第
百
六
十
条
第
二
項
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
金
額
は
、
百
万
円
と
す
る
。

４

規
則
第
百
六
十
条
第
二
項
第
二
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
五
十
（
ガ
ラ
ス
室
Ⅰ
類
又
は
ガ
ラ
ス
室

Ⅱ
類
の
区
分
に
属
す
る
特
定
園
芸
施
設
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
三
十
五
）
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


